
�環境課（�６４‐３１５０） 

実施場所 実施時間 月日 
旧牧公民館 

牧（勝願寺） 

奥小屋自治会館 

沢ノ口公民館 

時重（井上美智枝様宅前） 

西栗栖コミュニティセンター 

兵庫西農協西栗栖支店前 

下鍛冶屋公民館 

下莇原公民館 

上莇原集落センター 

角亀公民館 

二柏野公民館 

光都２１集会所 

栗町公民館 

田幸公民館 

千本公会堂 

金井中央（広場） 

福栖集会所 

９：２０～９：３５ 

９：４０～９：４５ 

９：５０～９：５５ 

１０：００～１０：１０ 

１０：１５～１０：２５ 

１０：３０～１０：３５ 

１０：４０～１０：５０ 

１０：５５～１１：００ 

１１：０５～１１：１５ 

１１：２０～１１：３０ 

１１：３５～１１：４５ 

１１：５０～１２：００ 

１２：１０～１２：２０ 

１３：３０～１３：４０ 

１３：４５～１３：５５ 

１４：００～１４：１０ 

１４：１５～１４：２５ 

１４：３０～１４：４０ 

4
月
5
日
�
　
新
宮 

実施場所 実施時間 月日 
觜崎（明源寺前） 

旧安藤デンキ前 

佐野公民館 

北村公民館 

越部コミュニティセンター 

馬立構造改善センター 

市野保公会堂 

段之上公会堂（北） 

段之上会館 

仙正消防車庫前 

１３：００～１３：１０ 

１３：１５～１３：２０ 

１３：２５～１３：３５ 

１３：４０～１３：５０ 

１３：５５～１４：０５ 

１４：１０～１４：２０ 

１４：２５～１４：３５ 

１４：４０～１４：５０ 

１４：５５～１５：０５ 

１５：１０～１５：２０ 

4
月
6
日
�
　
新
宮 

実施場所 実施時間 月日 
揖保川総合支所北側駐車場 

揖保川公民館 

神戸北山公民館 

春日丘入り口 

ハイタウンさくら公園 

ベルタウン公民館 

新在家南公園前 

新在家公民館 

野田公民館 

町屋公民館 

半田集会所 

養久公民館 

本條自治会館 

二塚公民館 

片島公民館 

青葉台南入り口 

ひばりヶ丘公民館 

神戸山公民館 

旧大門公民館 

原公民館 

黍田公民館 

竜野駅ふれあい橋下 

山津屋公民館前交差点南側 

 

８：４５～８：５５ 

９：００～９：１０ 

９：１５～９：２５ 

９：３０～９：４０ 

９：４５～９：５５ 

１０：００～１０：１０ 

１０：１５～１０：２５ 

１０：３０～１０：４０ 

１０：４５～１０：５５ 

１１：００～１１：１０ 

１１：１５～１１：３０ 

１２：４０～１２：５５ 

１３：００～１３：１０ 

１３：１５～１３：２５ 

１３：３０～１３：４０ 

１３：４５～１３：５５ 

１４：００～１４：１０ 

１４：１５～１４：２５ 

１４：３５～１４：４５ 

１４：５０～１５：００ 

１５：０５～１５：１５ 

１５：２０～１５：３０ 

１５：３５～１５：４５ 

4
月
8
日
�
　
揖
保
川 

旧宮内公民館 

下野電車道（北詰） 

下野公民館 

下笹（鹿子下笹線上） 

旧下笹公会堂 

上笹２区公民館 

上笹１区自治会館 

上笹（谷郷商店前） 

上笹老人憩いの家 

香山（家氏昭一様車庫前） 

平見（バス停前） 

香山北公民館 

兵庫西農協香島支店前 

香山南公民館 

篠首（長谷川光子様宅前） 

篠首（大裏良男様宅前） 

篠首消防車庫前 

吉島公民館 

東町（川東）集会所 

曽我井集会所 

新宮自治会館 

９：００～９：１０ 

９：１５～９：２５ 

９：３０～９：４５ 

９：５０～９：５５ 

１０：００～１０：１０ 

１０：１５～１０：２５ 

１０：３０～１０：４０ 

１０：４５～１０：５０ 

１０：５５～１１：０５ 

１１：１０～１１：１５ 

１１：２０～１１：２５ 

１１：３０～１１：４０ 

１３：００～１３：０５ 

１３：１０～１３：２０ 

１３：２５～１３：３０ 

１３：３５～１３：４０ 

１３：４５～１３：５０ 

１４：００～１４：１０ 

１４：１５～１４：２０ 

１４：２５～１４：３５ 

１４：４０～１４：５５ 

4
月
7
日
�
　
新
宮 

能地公民館 

大屋（堀照美様宅前） 

善定公民館 

大屋公民館 

平野公民館 

芝田自治会館 

西町（鳳クリーニング店前） 

北新町（長谷歯科医院前） 

砂子（横田洋装店前） 

井野原公民館 

亀山会館 

船渡（内海医院前） 

９：００～９：１０ 

９：１５～９：２０ 

９：２５～９：３５ 

９：４０～９：５０ 

９：５５～１０：０５ 

１０：１０～１０：２０ 

１０：２５～１０：３５ 

１０：４０～１０：５０ 

１０：５５～１１：０５ 

１１：１０～１１：２０ 

１１：３０～１１：４０ 

１１：４５～１１：５５ 

4
月
6
日
�
　
新
宮 

飼い犬には狂犬病予防注射を！ 
　飼い犬には生涯に１回の登録と年１回の狂犬病予防注射が、法律で飼い主に義務付けられています。飼い主の
方は、６月末までに動物病院で、飼い犬に狂犬病の予防注射を受けさせてください。 
　なお、動物病院で注射を受けることが困難な場合は、下記日程表のとおり集合注射を実施しますので、利用く
ださい。 

※集合注射の際に、戸別訪問を希望する場合（事前申込みが必要）は１戸につき１,０００円の戸別訪問料が必要です。 
　登録済みの場合は、別途、市から郵送する案内を注射の際に必ず持参ください。 

　なお、狂犬病予防注射を受けたものの、注射済票（金属製の標識）の交付を受けていない場合は、環境課・各
総合支所市民福祉課で交付します。獣医師が発行する注射済証と注射済票交付手数料５５０円を必ず持参ください。 

◎対象犬・・・生後９１日以上の飼い犬 
◎手数料・・・新規登録犬　１頭につき６,２００円（登録手数料３,０００円を含む） 
　　　　　　　登録済み犬　１頭につき３,２００円 

広報たつの2月号 4

平成２２年度畜犬登録並びに狂犬病予防集合注射日程表 




